
匪 社会保障春暁 
食仙陣書者部会  

重工Ⅰ蜃痘 2 －①  

地域における自立した   

生活のための支援  

『所得保障』   



○ 障寧者の所得保障については、時事青白立支壌法の附則や「与党障害者自  
立支援に関するプロジェクトチーム」報告書においても指摘されており、障  
尊者が安心して暮らせるよう検討が必層。   

その隙、上記で同じく指摘されているように、就労支撼を含め、幅広い   
観点に基づく検討が必事。  
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◆ 障害者自立支援法く平成‖年法律第123号）附則（抄）  

第3桑粛3摂 政府は、障害者専の福祉に附する施簾の実施の状況、蒋専者専の経済的な状況層を婚家え、就   
労の支援を含めた陣書者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要  

… な措置を蹟するものとする。  

◆ 障害者自立支援法案に対する附帯決議く平成17年7月柑日衆議院厚生労働費鼻会、平成頂7年相月   
相田参議院厚生労働費旦会）（抜粋）   

附則第3条凛3項lこ規定す各級討については、就労の支援を含め、障音者の生活の安定を図ることを目的   
とし、社会保群削こ関する制度全損についての一体的な見直しと併せて、時事者の所得の確保旺係る施策の在  

ミ リ方の検討を速やかに開始し、3年以内にその結論を得ること。 I  
1  

1  

1  

1 ！◆障害者自立支援法の抜本的見直し（平成19年12月7日与党障害者自立支援に関するプロジェクト  

き チーム）   

障害者の所得の確偏に係る施儒の在り方について、1就労の支援を含め幅広い観点から検討を行う。その際、  
社会保障制度全他の一体的見領有に関する横槍との整合性や財源の確保を図った上で、時事基礎年金の引上  
げ（例えば2級の金嘲を1級並に、1組の金根は更に引上げ）や住宅手当の劇投についても検討を行う。  
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○ 実際、時事者の多くは就労による稼得を望んでおり（※）、就労支揺臥  
所得確保の観点かる積  的隠検討が必要。  

（ただし、就労支援モのものについて臥施策の王事な桂であることから、  
別途検討。）  
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※ 陣青者施策総合調査（平成18年皮内開府）によれば、就労による稼働収入を得ながら  
≡ 生活することを望んでいる障害者は、全体の3／4を超える。  
l－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－■■■－＿＿＿＿＿＿－＿－＿一－■＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
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（参考）障害者の収入の確保方法に関する志向  

→稼働収入を得ながら生活することを望んでいる障害者は、全体の  75．4％  

→ 塾凱多軸  

（出典）平成18年度障害者施策総合調査（内閣府実施）による。  

（注）「稼働収入」は給与、賃金、事業収入などを指す。  
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○ 就労支棲を除いた時事者の所得保障に関する施策は、現在  
様々なものがあるが、他  、 地域  活での支援という意囁で、  
住宅費への対応の  

討してはどうか。  
も指摘されており、以下の観点から検  

基本的視点  

1．年金、手当など現行制度の在り方  

2．住宅費など地域移行推進のための新たな課題への対応  
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現状①  
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○直接的な現金給付による所得保障としては、現在、障害年金、各種手当がある0  

金と、厚生年金に相当する度量  ○ 障害年金には、国民年金に相当する  
厚生年金がある。   

○障害基礎年金は、障害を有することによって稼得能力が低くなった者に対して、  
全国民に共通した所得保障を目的とした給付として支給。  
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月額8．3万円、支給実績  
月額6，6万円、支給実績  

障害基礎年金1級  

障害基礎年金2級  
＿．．＿．＿．＿＿．＿ －．● 一・・－ 一 欄 l  色＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿－－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－  

○ 各種手当については、以下のものがある。  

①特別障害者手当  
について、その障害のため必要となる特別  在宅で生活する  

の費用をカバーする。  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－■－‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

特別障害者手当：月額2．6万円、支給実績：10．9万人（平成19年度末）  
ゝ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－一一－－－－・一－－－－－一－－－－－－－一一－－一一一一－－一一一一■一  

t し…＝＝＝………－－－－…－－－－…－－……－－……＝…－……－－…－一一一－－－－－……－……－－……－…－－…－－－－………一＝＝｛  
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②特別児童扶養手当   

家庭（在宅）で生活する  について、その障害のため必要となる、養育にか  

かる諸々の特別の費用をカバーする。  
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特別児童扶養手当1級：月額5．1万円、支給実績   
特別児童扶養手当2級：月額3．4万円、支給実績  
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③障害児福祉手当   

慰謝激励的な性格のものとして支給。家庭（在宅）で生活する  
ついて、その障害のため必要となる特別の費用をカバーする。  

l
一
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障害児福祉手当：月額1．4万円、支給実績6，3万人（平成19年度宋）  

○ 年金や手当が直接的な現金支給（〒叫文人の増加）であるのに対し、それ以外の   
関連施策として、以下のようなものがある。   

（1）利用者負担の軽減（注）利用者負担の在り方については別途議論   

（2）税制上の優遇措置（   

（3）地方自治体における施策   

（4）民間の割引措置  等  

t l－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－一一－－－－－－－－－■－儀一－－－－＿＿＿－＿＿＿＿＿－＿＿－－＿＿＿－－＿僧＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿m＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【＿＿＿＿  
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腰 陸呈豊里主査塵畳僅陸制度主著哀慕  

障害基礎年金   特別障害者手当   特別児童扶養手当   障害児福祉手当   

年齢  20歳以上  20歳以上  20歳未満   20歳未満   

施設輸在宅   施設・在宅   在宅   在宅   在宅   

障害程度  著しく重度 重度   

重度の心身障害児に対する福  

施設、・在宅にかかわらず、   とりわけ特別な費用が必要と   

される著しく重度の嘩人障害 者について、施設入所者と比  
趣旨  磯腐能力が低くなった者に 場合に生じる養育にかかる  重度の障害児について、施設  

較して在宅で暮らす場合に生 じる特別の費用（※）を力  入所者と比較して在宅で暮ら  

バーする。   カバーする。   す場合に生じる特別の費用  

（※）をカバーする。   

額   

1級：82，508円（／月）  1級：50，750円  

2級：66，008円（／月）   
26．440円  14，380円  

2級：33．800円  

稼得能力の補填  かかり増し費用の補填  養育に係る負担の軽減  慰謝激励的な性格  

（かかり増し費用の補填）  （かかり増し費用の補填）  

障害基礎年金2級の水準は   、痩衰基礎年金創出時に従来ゐ    従来、障害福祉年金と同額と    障害基礎年金創設時に従来の   

額の考え方   
老齢基礎年金の満額分 福祉車当を再編する際、生活保  なるように支給されていたが、  福祉手当の額を踏襲。  
級はその1．25倍。   護の水準等を勘案しこ了当時町福  障害基礎年金創設時に当該  その後は原則として物価スライ  

祉手当の皇倍程度の水準を目  年金とは別趣旨と整理し、当  ド。   
途七すべきとされた。  時の額を踏襲。  

その後は嘩則として物価スライ  

ド。  イド。  

※特別の費用：介護するために必要となる日用品、親の介護などの機会費用、同居者の精神的負担など。  
（注）障害者の所得保障制度としては、上記の現金給付のほか、住まいや各種サービスなど現物給付による支援がある。  
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≪障害者（20歳以上）≫  108．948円  

≪障害児≫  65，130円  

（注①）受給者の人数については平成19年鹿。（注②）受給璽軌こついては月額。  
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○ 障害者の生活実態に関連する調査には様々なものがあり、収Åと支出の状況を  
統一的に把握できる十分な母数をもつデータかどうかという点で一定の限界はある   

が、例えば次のような調査結果がある。  

く参考）調査結果（例）  

①主に年金で生計を維持している障害者が多い。 （平成銅年障害者施策総合調査内閣府）  

，－－……－…－‥川…－＝－＝－…－－…－－－－……－－－－……－＝－－……－－一………帽－‾－…‾【‾…‾‾‾‾‾…‾…【Ⅶ－○¶【■M……椚‾……‾‾……‾州……岬M【’t■‾け‘‾叩≠∵  

l ；年金：5499％、給料＝19．9％、家族からの援助：1臥5％、作業工賃＝288％、手当＝1・1％ 日 こ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿－－－＿＿－＿－－－－＿一一－－一一－－－－－－－－一－－一一－－－－－－－－－－－一－－－－－－一一■■－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾■‾■‾‾‾  

（「主に何で生計を維持していますか」と・の間に答えた人の割合）  

②1ケ月当たり7万円～11万円の範囲で生活している障害者が多い坪成2碑障害者施策総合調査内閣府）  
川■－－■－■■■－■●■●■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【－－－－－－－－一一－－h－れ一一－－－－－－－－一一－－－■－－－－－一巾－【愉－－…－－－－－－－－－一一－－－－耶－－－－－－－…欄－－■■■－－－－一一                                                                                                                                                                                                                     l  

（収入）7～11万円：28．1％、15～23万円：15．0％、11～15万円：13－0％  

（支出）7～11万円：28．1％、15～23万円：15．0％、11～15万円＝12・9％  

③障害者単身世帯の1ケ月あたりの平均収入は13万円程度である。（平成1時庭厚生労働科学研究）  
I I 

l！  

l t  

（世帯平均収入）単身＝13万円程度、ウ≠づ○ホームニ11万円程度、親兄弟同居＝53万円程敵失婦等＝51万円程度  
（うち本人収入）単身：13万円程度、ク≠－プホーム：11万円程度、親兄弟同居：8万円程度、夫婦等ニ16万円程度  
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○ 現状では、それぞれの趣旨■目的の下、所得保障に関する様々な施策が講じら   

れており、それぞれ障害者の生活を支える上で重要な役割を果たしている。  

○ こうした中、特に障害基礎年金など直接的な所得保障を始めとして、充実を求め   

る声がある。  

○ 一方で、与党PT報告等において指摘されているように、社会保障制度全般の一   
体的見直しに関する議論との整合性や財源の確保を図った上で検討することが必   

要。  
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1・障害基礎年金の給付額は、稼得能力が低下した者に対する給付として老齢基礎年金とのバランス   
に基づいて設定されており、障害等級が2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額となっていることに   
留意が必要。   

2。障害基礎年金について、例えば、1級・2級ともに一律25％引き上げた場合、機械的に計算すると   
その所要額（給付費ベース）は約4，000億円。（＝給付費1。4兆円（平成19年度）×0．25）  

また、基礎年金全体を一律25％引き上げた場合は、約4．5兆円（＝給付費17。9兆円（平成19   

年度）×0．25）  

※平成21年康における障害福祉サービスの概算要求額く国庫負担）：約5，700億円（→給付費ベース：約1．1兆円）  
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○住宅費に関わる施策としては、以下のようなものがある。  

仙囁促進 ※「住まいの場」の確保で議論  

・ゲルづ○ホーム・ケアホームの実施に当たっての敷金・礼金の助成  

サルづ○ホーム・ケアホームの整備費の助成  
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皿堕零施策との連換  ※「住まいの場」の確保で議論  

・公営住宅への入居促進  
．・＝…二‾：∴－－‥＝－－－－－‥・－・‥＝∴…－－…一＝－＝一一‥…－‥＝‥‥－－ …‥－一一－…－－－－‥ － ‾‾‖‖‾‥‾ …‾－‾‾‥‾－’‾‥‥‥‾‥－‾‾‾“‾ … ‾■‥ －‾‾‾‥ 

l  

各自治体において、障害者世帯に対し、倍率優遇や戸数枠の設定などによる優先入居  
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・公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用促進  
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公営住宅の障害者ゲルづ。トム事業活用実績【6件（平成8年ト539件（平成1綿）】  

血 助  

・家賃補助については各自治体によりそれぞれ独自の対応。   
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（例けルイホーム・ケアホームの家賃補助  

・実施自治体数：6都県（東京敵手葉県、神奈川県等）、149市区町村（全市区町村の約8晰  

t対象者：4，363人   

・平均家賃補助板月約2．3万円（最低3，200円～最高＄9，800円）※厚生労働省調べ（H19）  
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